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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
開
発
行
為
等
規
制
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

土
地
譲
渡
益
重
課
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
宅
地
認
定
事
務 
 

 
 

 
 

施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

千
葉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

○ 

千
葉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

 
 

訓 
 

令 

○ 

建
設
工
事
等
契
約
事
務
取
扱
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八 

規

則 

 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
四
十
九
号 

 
 

 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
□
昭
和
四
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則 

 

第
一
条
中
□
宅
地
造
成
等
規
制
法
□
□
を
□
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
□
□
に
□
□
宅
地
造

成
等
規
制
法
施
行
令
□
を
□
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
□
に
□
□
宅
地
造
成
等
規
制
法

施
行
規
則
□
を
□
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
□
に
改
め
る
□ 

 

第
三
条
第
一
項
中
□
第
六
条
第
一
項
□
法
第
十
八
条
第
二
項
□
を
□
第
七
条
第
一
項
□
法
第
二
十
四
条

第
二
項
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
中
□
第
六
条
第
二
項
□
を
□
第
七
条
第
二
項
□
に
改
め
る
□ 

 

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

□
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
□ 

第
四
条 

省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
□ 

 

一 

土
地
の
求
積
図 

 

二 

排
水
施
設
に
係
る
流
量
計
算
書 

 

三 

排
水
施
設
の
縦
断
図
及
び
構
造
図 

 

四 

工
事
主
の
預
金
残
高
証
明
書
又
は
融
資
証
明
書 

 

五 

工
事
主
の
所
得
税
に
関
す
る
納
税
証
明
書
□
工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
前
年
度

の
財
務
諸
表
及
び
法
人
税
に
関
す
る
納
税
証
明
書
□ 

 

六 

工
事
主
の
事
業
経
歴
書 

 

七 

工
事
施
行
者
の
住
民
票
の
写
し
□
工
事
施
行
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
登
記
事
項
証

明
書
□ 

 

八 

工
事
が
請
負
契
約
を
締
結
す
る
建
設
工
事
□
建
設
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
□
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
□
同
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
建
設
工

事
を
除
く
□
□
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
を
含
む
場
合
は
□
工
事
施
行
者
が
同
法
第
三
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

九 

工
事
施
行
者
の
事
業
経
歴
書 

 

十 

工
事
を
し
よ
う
と
す
る
土
地
に
係
る
不
動
産
登
記
法
□
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
十

四
条
第
一
項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項
の
地
図
に
準
ず
る
図
面
の
写
し
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

 

十
一 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

２ 

省
令
第
七
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
□ 

 

一 

土
地
の
求
積
図 

 

二 

工
事
主
の
預
金
残
高
証
明
書
又
は
融
資
証
明
書 

 

三 

工
事
主
の
所
得
税
に
関
す
る
納
税
証
明
書
□
工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
法
人
税

に
関
す
る
納
税
証
明
書
□ 

 

四 

工
事
主
の
事
業
経
歴
書 

 

五 

工
事
施
行
者
の
住
民
票
の
写
し
□
工
事
施
行
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
登
記
事
項
証

明
書
□ 

 

六 

工
事
が
請
負
契
約
を
締
結
す
る
建
設
工
事
を
含
む
場
合
は
□
工
事
施
行
者
が
建
設
業
法
第
三
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

七 

工
事
施
行
者
の
事
業
経
歴
書 

 

八 

工
事
を
し
よ
う
と
す
る
土
地
に
係
る
不
動
産
登
記
法
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項

の
地
図
に
準
ず
る
図
面
の
写
し
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

 

九 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

第
五
条
中
□
第
八
条
第
一
項
本
文
□
を
□
第
十
二
条
第
一
項
□
に
□
□
第
四
条
第
一
項
の
許
可
申
請
書

中
７
の
欄
□
を
□
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書
中 

の
欄
□
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
□
同
条
第
二
項
の
申
請
書
中
８
の
欄
□
□
に
改
め
る
□ 

 

第
六
条
第
一
項
中
□
法
第
十
一
条
□
を
□
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
□
法

第
十
五
条
第
一
項
□
に
□
□
の
正
本
一
部
及
び
副
本
三
部
に
□
省
令
第
四
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
面

及
び
第
四
条
各
号
に
規
定
す
る
□
を
□
に
□
省
令
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
□
に
改
め
□
同
条
第
三

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 

 

11 
 



 
 

 

二 
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項
を
削
り
□
同
条
第
二
項
中
□
前
項
□
を
□
前
各
項
□
に
改
め
□
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
□
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

２ 
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
□
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
協
議
し
よ
う

と
す
る
者
は
□
別
記
第
五
号
様
式
の
協
議
申
出
書
に
□
省
令
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
て
□
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第
七
条 

削
除 

 

第
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
場
合
の
届
出
書
の
様
式
は
□
軽
微
変
更
届

出
書
□
別
記
第
七
号
様
式
□
と
す
る
□ 

 

第
八
条
第
二
項
中
□
第
十
五
条
第
一
項
□
を
□
第
二
十
一
条
第
一
項
□
に
□
□
造
成
主
又
は
同
条
第
二

項
□
を
□
工
事
主
又
は
同
条
第
三
項
□
に
改
め
□
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
□
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

二
項
を
加
え
る
□ 

２ 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
□
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
も
の
を

除
く
□
以
下
同
じ
□
□
は
□
当
該
許
可
に
係
る
工
事
に
着
手
し
た
と
き
は
□
速
や
か
に
□
工
事
着
手
届

□
別
記
第
八
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
□
工
事
の
中
止
□
中
止
し
た
工
事
の
再
開
又
は
工
事
の

廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
□
直
ち
に
□
工
事
中
止
等
届
□
別
記
第
九
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第
九
条 

削
除 

 

第
十
条
第
一
項
中
□
第
十
五
条
第
一
項
□
を
□
第
二
十
条
第
一
項
□
に
□
□
第
六
条
□
を
□
第
八
条
□

に
改
め
□
□
擁
壁
□
の
下
に
□
又
は
政
令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
□
を
加
え
□
同

条
第
二
項
中
□
第
十
五
条
第
二
項
□
を
□
第
二
十
条
第
二
項
□
に
改
め
□
同
項
第
二
号
中
□
第
十
三
条
□

を
□
第
十
六
条
第
一
項
□
に
改
め
る
□ 

 

第
十
一
条
中
□
造
成
主
は
□
法
第
八
条
第
一
項
本
文
□
を
□
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工

事
の
工
事
主
は
□
法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
□
に
□
□
宅
地
が
□
を
□
土
地
が
□
に
□
□
宅
地
の
□
を

□
宅
地
又
は
農
地
等
の
□
に
□
□
第
十
三
条
第
一
項
□
を
□
第
十
七
条
第
一
項
□
に
改
め
□
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
□ 

 

□
定
期
の
報
告
□ 

第
十
一
条
の
二 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
□
定
期
報
告
書
□
別
記
第
十
号
様
式
□
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

 

第
十
二
条
中
□
第
十
四
条
第
五
項
□
法
第
十
七
条
第
三
項
□
を
□
第
二
十
条
第
五
項
□
法
第
二
十
三
条

第
三
項
□
に
改
め
□
同
条
中
第
一
号
を
削
り
□
第
二
号
を
第
一
号
と
し
□
第
三
号
を
第
二
号
と
し
□
第
四

号
を
第
三
号
と
す
る
□ 

 

第
十
三
条
中
□
造
成
主
□
を
□
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
工
事
主
□
に
□
□
第
八

条
第
一
項
本
文
の
工
事
□
法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
□
を
□
第
十
二
条
第
一
項
本
文
の
工
事
□
法
第
十
六

条
第
一
項
本
文
□
に
改
め
る
□ 

 

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第
十
四
条 

削
除 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
□
前
条
第
一
項
の
□
を
□
法
□
省
令
及
び
こ
の
規
則
に
基
づ
き
知
事
に
提
出
す

る
□
に
□
□
第
十
二
条
□
を
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
振
興
事
務
所
の
長
に
委
任
し
た
事
務
又
は
同

規
則
第
十
二
条
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
中
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
□
を
□
宅
地
造
成

等
に
係
る
土
地
の
所
在
地
が
二
以
上
の
市
町
村
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
□
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
□
法
□
省
令
及
び
こ
の
規
則
に
基
づ
き
知
事
に
提
出
す
る
□
に
□
□
宅
地
造
成
□
を
□
宅

地
造
成
等
□
に
□
□
市
及
び
土
木
事
務
所
□
を
□
市
町
村
及
び
地
域
振
興
事
務
所
□
都
市
計
画
法
□
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
□
同
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
□
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

む
□
□
を
受
け
た
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
及
び
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条

例
□
昭
和
四
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
□
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛

土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
書
類
の
副
本
に
あ
つ
て
は
□
土
木
事
務
所
□
□
に
□
□
第
十
二
条
□
を
□
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
振
興
事
務
所
の
長
に
委
任
し
た
事
務
又
は
同
規
則
第
十
二
条
□
に
□
□
市
の
□

を
□
市
町
村
の
□
に
改
め
る
□ 

 

別
記
第
一
号
様
式
□
表
□
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
に
改
め
る
□ 

 

別
記
第
二
号
様
式
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

□
に
改
め
る
□ 

 

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

          

 
宅

地
造

成
等

規
制

法
第

４
条

第
１

項
、

第
５

条
第

１
項

又
は

第
１

８
条

 

第
１

項
 

 
 

宅
地

造
成

及
び

特
定

盛
土

等
規

制
法

第
５

条
第

１
項

、
第

６
条

第
１

項
又

は
第

２
４

条
第

 

１
項

 
 

 
宅

地
造

成
等

規
制

法
第

５
条

第
１

項
 

 
宅

地
造

成
及

び
特

定
盛

土
等

規
制

 

法
第

６
条

第
１

項
 

 

 
第

三
号

様
式

及
び

第
四

号
様

式
 

削
除

 



  

三 

令和 7 年 3 月 31 日（月曜日） 千 葉 県 報 号外第４４号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      

宅
地
造

成
又

は
特

定
盛
土

等
に

関
す

る
工

事
の
協

議
申

出
書

 

 
宅

地
造

成
又
は

特
定
盛

土
等

に
関
す

る
工
事

に
つ
い

て
、

宅
地
造

成
及

び
特
定

盛
土
等

規
制

法
第
１

５
条
第

１
項

の
規

定
に
よ

る
協
議

を
申

し
出
ま

す
。

 

 
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
様

 

１
 

工
事

主
住

所
氏

名
 

 

２
 

設
計

者
住

所
氏

名
 

 

３
 

工
事

施
行

者
住

所
氏

名
 

 

４
 

現
場

管
理

者
住

所
氏

名
 

 

５
 

施
工

す
る

土
地

の
所

在
地

及
び

地
番
 

（
代

表
地

点
の

緯
度

経
度

）
 

 （
緯
度

：
 

 
度

 
 
分

 
 

秒
、
経
度

 
 

度
 
 

分
 
 

秒
）

 

６
 

施
工

す
る

土
地

の
面

積
 

平
方
メ

ー
ト
ル

 

７
 

工
事

着
手

前
の

土
地

利
用

状
況
 

 

８
 

工
事

完
了

後
の

土
地

利
用
 

 

９
 

盛
土

の
タ

イ
プ
 

平
地
盛

土
・
腹

付
け
盛

土
・
谷

埋
め

盛
土

 

1
0 

土
地

の
地

形
 

渓
流
等
へ

の
該

当
 
有

・
無

 

     
 

1
1 

 工 事 の

イ
 

盛
土

又
は

切
土

の
高

さ
 

メ
ー
ト
ル

 

ロ
 

盛
土

又
は

切
土

を
す

る
土

地
の

面
積
 

平
方
メ

ー
ト
ル

 

ハ
 

盛
土

又
は

切
土

の
土

量
 

盛
土

 
立
方
メ

ー
ト
ル

 

切
土

 
立
方
メ

ー
ト
ル

 

ニ
 

擁
壁
 

番
号

 
構

造
 

高
さ

 
延

長
 

 
 

メ
ー

ト
ル

 
メ

ー
ト
ル

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ホ
 

崖
面

崩
壊

防
止

施
設

 
番

号
 

種
類

 
高

さ
 
延

長
 

 
 

メ
ー

ト
ル

 
メ

ー
ト
ル

 

 

 
第

五
号

様
式

（
第

六
条

第
一

項
）

 
 

 
（

そ
の

一
）

 
 

 内 容
 

            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ヘ
 

排
水

施
設

 

番
号

 
種

類
 
内

法 の
り

寸
法

 
延

長
 

 
 

 
セ

ン
チ

メ
ー
ト

ル
 

メ
ー
ト

ル
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト
 

崖
面

の
保

護
の

方
法

 
 

チ
 

崖
面

以
外

の
地

表
面

の
保

護
の

方
法
 
 

リ
 

工
事

中
の

危
害

防
止

の
た

め
の

措
置
 
 

ヌ
 

そ
の

他
の

措
置

 
 

ル
 

工
事

着
手

予
定

年
月

日
 

年
 

 
 

月
 
 

 
日

 

ヲ
 

工
事

完
了

予
定

年
月

日
 

年
 

 
 

月
 
 

 
日

 

ワ
 

工
程

の
概

要
 

 

1
2 

そ
の

他
必

要
な

措
置
 

 

※
 

受
 

付
 
年

 
月
 

日
 

※
 

処
 

理
 
年

 
月
 

日
 

※
 

協
 

議
 

成
 

立
 

の
 

有
 
無
 

年
 
 

月
 
 

日
 

年
 

 
月

 
 
日

 
 
 
成

 
立
 

 
 

不
成

立
 

※
 

文
書

番
号
 

 
 
第

 
 

 
号

 

 
備

 
考

 

  
 

（
注

）
１

 
※

印
の

あ
る

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
 

２
 

２
欄

は
、

資
格

を
有

す
る

者
の

設
計

に
よ

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
工

事
を

含
む

場
合

 

は
○

印
を

付
し

、
か

つ
、

資
格

を
有

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
 

３
 

３
欄

及
び

４
欄

は
未

定
の

と
き

は
定

ま
つ

て
か

ら
工

事
着

手
前

に
届

け
出

て
く

だ
さ

 

い
。

 
 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第４４号 令和 7 年 3 月 31 日（月曜日） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

              

 
（

そ
の

二
）

 
 

土
石

の
堆
積

に
関

す
る

工
事

の
協

議
申

出
書

 

 
土
石
の

堆
積

に
関
す

る
工
事

に
つ
い
て

、
宅

地
造

成
及

び
特

定
盛

土
等

規
制

法
第

１
５

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る
協
議

を
申
し

出
ま
す

。
 

 
 
 
 

 
 

年
 
 

月
 
 

日
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
様

 

１
 

工
事

主
住

所
氏

名
 

 

２
 

設
計

者
住

所
氏

名
 

 

３
 

工
事

施
行

者
住

所
氏

名
 

 

４
 

現
場

管
理

者
住

所
氏

名
 

 

５
 

施
工

す
る

土
地

の
所

在
地

及
び

地
番

 

（
代

表
地

点
の

緯
度

経
度

）
 

 （
緯

度
：

 
度

 
分

 
秒

、
経

度
：
 

度
 
分

 
秒

）
 

６
 

施
工

す
る

土
地

の
面

積
 

平
方

メ
ー

ト
ル

 

７
 

工
事

の
目

的
 

 

     ８ 工 事 の 内 容 

イ
 

土
石

の
堆

積
の

最
大

堆
積

高
さ

 
メ

ー
ト

ル
 

ロ
 

土
石

の
堆

積
を

行
う

土
地

の
面

積
 

平
方

メ
ー

ト
ル

 

ハ
 

土
石

の
堆

積
の

最
大

堆
積

土
量

 
立

方
メ
ー

ト
ル

 

ニ
 

土
石
の
堆

積
を
行
う
土
地

の
最

大
勾

配
 

 

ホ
 

勾
配
が
十

分
の
一
を

超
え

る
土

地
に

お

け
る
堆
積

し
た
土
石

の
崩

壊
を

防
止

す

る
た
め
の

措
置

 

 

ヘ
 

土
石
の
堆

積
を
行
う

土
地

に
お

け
る

地

盤
の
改
良

そ
の
他
の
必
要

な
措

置
 

 

ト
 

空
地

の
設

置
 

番
号

 
空

地
の

幅
 

 
メ

ー
ト

ル
 

 
 

 
 

チ
 

雨
水
そ
の

他
の
地
表

水
を

有
効

に
排

除

す
る
措
置

 
 

 

 

リ
 

堆
積
し

た
土

石
の

崩
壊

に
伴

う
土

砂
の

流
出
を

防
止
す

る
措
置

 
 

ヌ
 

工
事

中
の

危
害

防
止

の
た

め
の

措
置

 
 

ル
 

そ
の

他
の

措
置

 
 

ヲ
 

工
事

着
手

予
定

年
月

日
 

年
 
 

 
月
 

 
 
日

 

ワ
 

工
事

完
了

予
定

年
月

日
 

年
 
 

 
月
 

 
 
日

 

カ
 

工
程

の
概

要
 
 

９
 

そ
の

他
必

要
な

措
置

 
 

※
 

受
 

付
 
年

 
月
 

日
 

※
 
処

 
理
 

年
 
月

 
日

 
※
 

協
 

議
 

成
 

立
 

の
 

有
 
無
 

年
 

 
月

 
 
日

 
年

 
 

月
 
 

日
 

 
 

成
 

立
 
 

 
不
成

立
 

※
 

文
書

番
号
 

 
 
第

 
 

 
号

 

 
備

 
考

 

 
 

（
注

）
１

 
※

印
の

あ
る

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
 

２
 

３
欄

及
び

４
欄

は
未

定
の

と
き

は
定

ま
つ

て
か

ら
工

事
着

手
前

に
届

け
出

て
く

だ
さ

 

い
。

 

 
第

六
号

様
式

 
削

除
 



  

五 

令和 7 年 3 月 31 日（月曜日） 千 葉 県 報 号外第４４号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
第
九
号
様
式
中
□ 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

 
 

 

□
に
□ 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
第

七
号

様
式

（
第

八
条

第
一

項
）

 
 

 
 

軽
微
変

更
届
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 
日

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
様

 

 

工
事

主
 

住
 
所

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

氏
 
名

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
宅

地
造

成
及
び

特
定
盛

土
等

規
制
法

第
１
６

条
第
２

項
の

規
定
に

よ
り

、
次
の

と
お
り

届
け

出
ま
す

。
 

 

記
 

１
 

許
可

番
号

 
 
 

 
 

年
 
 

月
 
 

日
 

 
 
 

 
第
 

 
 
 

 
号

 

２
 

施
行

土
地

の
所

在
 

 

３
 

変
更

の
内

容
 

変
更

事
項

 
変

更
前

 
変

更
後

 

 
 

 

 
 

 

４
 

変
更

理
由

 
 

※
 
事
 

務
 

所
 

受
 

付
 

※
 

主
 

管
 

課
 

受
 

付
 

 
 

※
処
 

理
 

 

 

 
第

八
号

様
式

（
第

八
条

第
二

項
）

 
 

 
 

工
事
着

手
届

 

 

年
 
 
月

 
 
日

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
様

 

 

工
事
主
 

住
 

所
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

氏
 

名
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
宅
地
造

成
及
び

特
定
盛

土
等

規
制
法
第

１
２
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
り

許
可
を

受
け
た

工
事

に
つ
い
て

、
次

の
と
お
り

着
手
し

ま
し
た

。
 

記
 

１
 

許
可

番
号
 

 
 
 
 

年
 
 

月
 
 

日
 

 
 
 

第
 
 
 

 
号

 

２
 

施
行

土
地

の
所

在
 

 

３
 
工

事
着

手
年

月
日

 
年
 

 
 

月
 
 

 
日

 

４
 
工

事
完

了
予

定
年

月
日

 
年
 

 
 

月
 
 

 
日

 

５
 
工

事
施

行
者

住
所

氏
名

 
 

６
 
現

場
管

理
者

 

氏
名

 
 

連
絡
先

 
 

※
 
事
 

務
 

所
 

受
 

付
 

※
 
主
 

管
 

課
 

受
 

付
 

 
 

※
処
 
理

 
 

 

 
第

八
条

第
一

項
 

 
 

第
八

条
第

三
項

 
 

宅
地
造
成
工
事
（
中
止
・
再
開
・
廃
止
）
届
 

 

 

を 

工
事

中
止

等
届
 

 

 

に
□ 

 
「

宅
地

 

 
（

注
）

 
※

印
の

あ
る

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

 
（

注
）

 
※

印
の

あ
る

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 号外第４４号 令和 7 年 3 月 31 日（月曜日） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
を
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
□
に
□
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
を
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
に
□
□ 

 

□
を
□ 

 
 

□
に
□ 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

る
□ 

 

別
記
第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

                       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

 
宅

地
造

成
及

び
特

定
盛

土
等

規
制

法
第

１
２

条
第

１
 

 
造

成
等

規
制

法
施

行
細

則
第

８
条

第
１

項
 

 

 
届

出
 

 
 

中
止

等
 

 

※
 

市
 

 
 

受
 

 
 

付
 
※

 
事
 

務
 

所
 

受
 

付
 
※

 
主
 

管
 

課
 

受
 

付
 

 
 

 

 

※
 

事
 
務
 

所
 

受
 

付
 

※
 

主
 

管
 

課
 

受
 

付
 

 
 

 

 

を 

 

に

改

め 

 
項

 
 

 
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

 
 

 
許

可
を

受
け

た
工

事
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
（

中
 

 
止

・
再

開
・

廃
止

）
を

し
ま

す
 

 

 
第

十
号

様
式

（
第

十
一

条
の

二
）

 
 

 
（

そ
の

一
）

 
 

宅
地
造

成
及
び

特
定
盛

土
等
に

関
す
る

工
事
の

定
期
報

告
書

 

 

年
 
 

月
 
 

日
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
様

 

 

工
事

主
 

住
所
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

氏
名
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

宅
地
造

成
及
び

特
定
盛

土
等
に

関
す
る

工
事
に

つ
い
て

、
宅
地

造
成

及
び

特
定
盛

土
等
規

制
法

第
１

９
条

第

１
項

の
規

定
に
よ

り
、
次

の
と

お
り
報
告

し
ま
す

。
 

１
 

工
事

が
施

行
さ

れ
る

土
地

の
所

在
地
 

 

２
 

工
事

の
許

可
年

月
日

及
び

許
可

番
号
 

 

３
 

前
回

の
報

告
年

月
日

 
 

４
 

報
告

の
時
点

に
お

け
る

盛
土

又
は

切
土

の
高

さ
 

 

５
 

報
告

の
時
点

に
お

け
る

盛
土

又
は

切
土

の
面

積
 

 

６
 

報
告

の
時
点

に
お

け
る

盛
土

又
は

切
土

の
土

量
 

 

７
 

報
告

の
時

点
に

お
け

る
擁

壁
等

 

に
関

す
る

工
事

の
施

行
状

況
 

 

※
 

事
 

務
 
所

 
受
 

付
 

※
 
主

 
管
 

課
 
受

 
付

 

 
 

※
処

理
 

 

 
 

（
注

）
 

※
印

の
あ

る
欄

は
、

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
開
発
行
為
等
規
制
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
号 

 
 

 

千
葉
県
開
発
行
為
等
規
制
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
開
発
行
為
等
規
制
細
則
□
昭
和
四
十
五
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 

第
六
条
た
だ
し
書
中
□
場
合
□
の
下
に
□
□
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等

規
制
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
□
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
場
合
を
除

く
□
□
□
を
加
え
る
□ 

 

第
七
条
第
二
項
中
□
開
発
行
為
又
は
□
を
□
開
発
行
為
□
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
宅
地
造
成

及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
も
の
を
除
く
□
□
又
は
□
に
改
め
□
□
開

発
行
為
□
□
の
下
に
□
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
当
該
許
可
を
要
す
る
も
の
及
び
□
を
加
え
□
同

条
第
三
項
中
□
開
発
行
為
又
は
□
を
□
開
発
行
為
□
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
も
の
を
除
く
□
□
又
は
□
に
改
め
□
□
開
発
行
為

□
□
の
下
に
□
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
当
該
許
可
を
要
す
る
も
の
及
び
□
を
加
え
□
同
項
第
三

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

三 

建
設
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
□
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す

る
書
類 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

土
地
譲
渡
益
重
課
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
一
号 

 
 

 

土
地
譲
渡
益
重
課
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

土
地
譲
渡
益
重
課
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則

□
昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
別
表
造
成
計
画
平
面
図
の
項
中
□
切
土
又
は
盛
土
□
を
□
盛
土
又
は
切
土
□
に
□
□
が
け
□
を
□
崖
□

に
□
□
こ
う
配
□
を
□
勾
配
□
に
改
め
□
同
表
造
成
計
画
断
面
図
の
項
中
□
切
土
又
は
盛
土
□
を
□
盛
土

又
は
切
土
□
に
改
め
□
同
表
排
水
施
設
計
画
平
面
図
の
項
中
□
内
の
り
寸
法
□
こ
う
配
□
を
□
内
法の

り

寸

法
□
勾
配
□
に
改
め
□
同
表
給
水
施
設
計
画
平
面
図
の
項
中
□
内
の
り
寸
法
□
を
□
内
法の

り

寸
法
□
に
□

□
消
火
栓せ

ん

□
を
□
消
火
栓
□
に
改
め
□
同
表
が
け
の
断
面
図
の
項
中
□
が
け
の
断
面
図
□
を
□
崖
の
断
面

図
□
に
□
□
が
け
の
高
さ
□
こ
う
配
□
を
□
崖
の
高
さ
□
勾
配
□
に
□
□
切
土
又
は
盛
土
□
を
□
盛
土
又

は
切
土
□
に
□
□
が
け
面
□
を
□
崖
面
□
に
□
□
切
土
を
□
を
□
盛
土
を
□
に
□
□
二
メ
□
ト
ル
を
超
え

る
が
け
□
盛
土
□
を
□
一
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
崖
□
切
土
□
に
□
□
一
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
が
け
又
は
切

 
（

そ
の

二
）

 
 

土
石
の
堆

積
に

関
す
る
工

事
の

定
期
報
告

書
 

 

年
 
 
月

 
 
日

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

様
 

 

工
事
主
 

住
所
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

氏
名
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

土
石
の
堆

積
に
関

す
る
工

事
に

つ
い
て

、
宅
地
造

成
及

び
特
定

盛
土

等
規

制
法
第

１
９
条

第
１

項
の
規
定

に

よ
り
、
次

の
と

お
り
報
告

し
ま

す
。

 

１
 
工

事
が

施
行

さ
れ

る
土

地
の

所
在

地
 

 

２
 
工

事
の

許
可

年
月

日
及

び
許

可
番

号
 

 

３
 
前

回
の

報
告

年
月

日
 

 

４
 

報
告

の
時

点
に

お
け

る
土

石
の

堆
積

の
高

さ
 

 

５
 

報
告

の
時

点
に

お
け

る
土

石
の

堆
積

の
面

積
 

 

６
 
報

告
の

時
点

に
お

け
る

堆
積

 

さ
れ

て
い

る
土

石
の

土
量
 

 

７
 
前
回
の

報
告
の
時

点
か

ら
新
た

に
堆

積
さ

れ
た

 

土
石
の

土
量
及
び

除
却

さ
れ
た

土
石

の
土

量
 

 

※
 
事
 

務
 
所

 
受
 

付
 

※
 

主
 

管
 
課

 
受
 

付
 

 
 

※
処
理

 
 

 
 

（
注

）
 

※
印

の
あ

る
欄

は
、

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
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土
と
盛
土
□
を
□
二
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
崖
又
は
盛
土
と
切
土
□
に
□
□
が
け
に
□
を
□
崖
に
□
に
□

□
お
お
わ
れ
る
が
け
面
□
を
□
覆
わ
れ
る
崖
面
□
に
改
め
□
同
表
擁
壁
の
断
面
図
及
び
構
造
図
の
項
中

□
こ
う
配
擁
壁
□
を
□
勾
配
□
擁
壁
□
に
改
め
る
□ 

 

別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
３
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□

に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
四
十
四
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
六
号
□
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
中
□
磁
気
デ
□
ス
ク
□
シ
□
・
デ
□
□
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
□
以
下
□
磁
気
デ
□
ス
ク
等
□
と

い
う
□
を
□
電
磁
的
記
録
媒
体
□
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
に
改
め
□
同
項

第
二
号
中
□
磁
気
デ
□
ス
ク
等
□
を
□
電
磁
的
記
録
媒
体
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
三
号 

 
 

 

千
葉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
□
令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 

第
五
十
九
条
第
二
項
中
□
電
磁
的
記
録
を
□
を
□
電
磁
的
記
録
□
電
子
的
方
式
□
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
□
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
□
て
□
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
を
□
に
□
□
磁
気
デ
□
ス
ク
等
□
を

□
電
磁
的
記
録
媒
体
□
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
□
に
改
め
る
□ 

 

第
六
十
四
条
第
二
項
中
□
磁
気
デ
□
ス
ク
等
□
を
□
電
磁
的
記
録
媒
体
□
に
改
め
る
□ 

 

別
表
第
三
千
葉
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
負
債
の
部
の
表
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
に
□ 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
□
令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
□ 

訓

令 

 

建
設
工
事
等
契
約
事
務
取
扱
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

建
設
工
事
等
契
約
事
務
取
扱
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

建
設
工
事
等
契
約
事
務
取
扱
実
施
規
程
□
昭
和
五
十
年
千
葉
県
訓
令
第
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 

第
十
三
条
中
□
第
十
条
第
一
項
□
を
□
第
十
条
第
二
項
□
に
改
め
□
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
□ 

 

□
入
札
の
特
例
□ 

第
十
三
条
の
二 

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
本
庁
□
県
土
整
備
部
に
属
す
る
も
の
に
限

る
□
□
に
お
け
る
一
般
競
争
入
札
の
う
ち
□
一
件
の
金
額
が
五
千
万
円
以
上
の
工
事
又
は
製
造
の
請
負

に
係
る
入
札
に
つ
い
て
は
□
主
管
課
長
が
執
行
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
□
第
十
一
条

及
び
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
第
八
条
第
三
項
中
□
主
務
課
長
又
は
主
務
課
長
の
指
名

す
る
職
員
□
と
あ
る
の
は
□
主
管
課
長
が
指
名
す
る
入
札
事
務
を
所
掌
し
な
い
職
員
□
と
□
第
十
一
条

中
□
本
庁
に
お
い
て
は
契
約
担
当
者
の
指
示
に
よ
り
主
務
課
長
が
□
出
先
機
関
に
お
い
て
は
か
い
長
□

と
あ
る
の
は
□
主
管
課
長
□
と
□
第
十
三
条
中
□
主
務
課
長
□
と
あ
る
の
は
□
主
務
課
長
又
は
か
い

長
□
と
す
る
□ 

２ 

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
財
務
規
則
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
か
い

長
が
県
土
整
備
部
建
設
・
不
動
産
業
課
長
に
建
設
工
事
の
発
注
の
依
頼
を
す
る
場
合
は
□
出
先
機
関
に

お
け
る
入
札
は
県
土
整
備
部
建
設
・
不
動
産
業
課
長
が
執
行
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
三

 
宅

地
造

成
等

規
制

法
 

 
宅

地
造

成
及

び
特

定
盛

土
等

規
制

法
 

、
住

民
税

等
の

預
か

り
 

金
 

 
及

び
住

民
税

の
預

り
金

 
 

預
り
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証

金
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金
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金
等

の
預

り
金

 

そ
の

他
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り
金

 

上
記

以
外

の
預

り
金

 

預
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保
証

金
 

契
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保
証

金
、

入
札

保
証

金
等

の
預

か
り

金
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項
□
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
第
八
条
第
三
項
中
□
主
務
課
長
又
は
主

務
課
長
の
指
名
す
る
職
員
□
と
あ
る
の
は
□
県
土
整
備
部
建
設
・
不
動
産
業
課
長
が
指
名
す
る
入
札
事

務
を
所
掌
し
な
い
職
員
□
と
□
第
十
一
条
中
□
本
庁
に
お
い
て
は
契
約
担
当
者
の
指
示
に
よ
り
主
務
課

長
が
□
出
先
機
関
に
お
い
て
は
か
い
長
□
と
あ
る
の
は
□
県
土
整
備
部
建
設
・
不
動
産
業
課
長
□
と
□

第
十
三
条
中
□
主
務
課
長
□
と
あ
る
の
は
□
か
い
長
□
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
十
三
条
の
改
正
規
定
は
□
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
建
設
工
事
等
契
約
事
務
取
扱
実
施
規
程
第
十
三
条
の
二
の
規
定
は
□
令

和
七
年
四
月
一
日
以
降
に
千
葉
県
財
務
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二
□
第
百
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
□
以
下
□
公
告
□
と
い
う
□
□
を
行
う
工
事
又
は
製
造
の
請
負
に
係
る

入
札
に
つ
い
て
適
用
し
□
同
日
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
に
係
る
工
事
又
は
製
造
の
請
負
の
入
札
に

つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 
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四
三
□
二
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六
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